
奈良県後期高齢者医療審査会会議概要１．開 催 日 時 平成２１年２月１０日（火）第１部 午後１時 40分から午後 3時 20分まで（口頭意見陳述）第２部 午後 3時 40分から 4時 20分まで（審査会会議）２．場 所 奈良文化会館 第 1会議室３．出 席 委 員 被保険者代表委員 野崎善男 三浦玉代 井上眞佐子広域連合代表委員 杉浦 實 藤澤 豊公益代表委員 塩見俊次（会長） 柏木勉（会長代行）三村英子（計８名）４．その他の出席者 松原保険福祉課長ほか保険福祉課職員４名５．議 事第１部 口頭意見陳述の実施３件の審査請求について、口頭意見陳述を行った。第２部 審査会会議① 審査請求案件の裁決ア 斑鳩町被保険者が、後期高齢者医療の保険料が平成 19 年度の被用者保険の健康保険料と比べて倍額近く増加したことに対し、保険料賦課決定の取消しを求めた審査請求（棄却）イ 生駒市被保険者が、扶養されていた家族から分離されたことにより、個人で保険料を払うことを不服として保険料の賦課決定及び特別徴収の決定の取消しを求めた審査請求（棄却）ウ 生駒市被保険者が、世帯主である自分と家族の保険が分断されたこと、特別徴収の年金の選択が一方的にされたことを不服として保険料の賦課決定及び特別徴収の決定の取消しを求めた審査請求（棄却）② 報告事項・前回裁決を行った審査請求人から、奈良県個人情報保護条例に基づき、請求人にかかる議事録の開示を求められたため、開示したことを報告


